
第１号様式（第８条関係） 

  年  月  日  

 

蒲郡市長 様 

申請者             

所 在 地               

名   称               

代表者名                

電話番号                

 

   年度蒲郡市ＩＴ導入事業費補助金交付申請書 

 

 蒲郡市ＩＴ導入事業費補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

  別紙補助事業計画書（第２号様式）のとおり 

 

２ 補助金交付申請額  

   

補助対象経費 補助率 限度額 
補助金交付申請額 

（千円未満切り捨て） 

円 １／２ １０万円 円 

 

 

３ 補助金交付申請額の算出基礎 

  別紙補助事業予算書（第３号様式）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面に続く） 



蒲郡市ＩＴ導入事業費補助金の申請に関する誓約書 

 

蒲郡市ＩＴ導入事業費補助金（以下「ＩＴ導入補助金」という。）の申請に当たり以下の

ことを誓約します。 

 

１ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）又は法第２条

第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でなく、市長が必

要と認める場合には、市長が警察へ照会することにつき同意します。 

２ ＩＴ導入補助金と同一の補助対象経費で、他の補助金の交付決定及び交付を現に受けて

いません。 

３ ＩＴ導入補助金と同一の補助対象経費で他の補助金の交付決定者となった場合、速やか

に蒲郡市ＩＴ導入補助金中止承認申請書を提出し、既にＩＴ導入補助金の交付を受けてい

る場合はその全額を市に返還します。 

４ 事業実施に伴い事故や損害等が発生した場合、市が一切の責任を負わないことを了承し

ます。 

５ 事業実施に関する決定は、すべて申請者自身が責任をもって行いました。 

６ ＩＴ導入補助金の申請等に係る個人情報の取扱いについては、不正行為等の把握及び防

止、データの分析、市の行うＩＴ導入補助金の交付に必要な調査等のため、市が利用する

ことに同意します。 

７ ＩＴ導入補助金の交付事務に必要な内容に関し、市が税務資料を閲覧することについて

同意します。 

８ 前各号までの誓約事項及び申請書の内容に虚偽や不正があった場合又は交付要件を満

たしていないことが判明した場合は、ＩＴ導入補助金の申請を取り下げます。また、ＩＴ

導入補助金交付後に発覚した場合は、交付を受けたＩＴ導入補助金の全額を市に返還しま

す。 

 

 年   月   日  

住所                          

 

氏名（自署）                      

（法人の場合は、所在地、法人名及び代表者名） 

 

 

(裏面) 

市税チェック 

／ 
 


